
平
成
三
十
年
六
月
一
日
受
領

答
弁
第
三
一
四
号

内
閣
衆
質
一
九
六
第
三
一
四
号

平
成
三
十
年
六
月
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
櫻
井
周
君
提
出
狂
犬
病
等
人
獣
共
通
感
染
症
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
櫻
井
周
君
提
出
狂
犬
病
等
人
獣
共
通
感
染
症
対
策
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
具
体
的
な
施
策
」
に
つ
い
て
は
、
政
府
と
し
て
は
、
国
民
に
対
す
る
普
及
啓
発
の
ほ
か
、
「
狂
犬
病
予
防
法

に
基
づ
く
犬
の
登
録
等
の
徹
底
の
た
め
の
実
施
要
領
」
（
平
成
十
四
年
六
月
十
一
日
付
け
健
感
発
第
〇
六
一
一
〇
〇
一
号
厚

生
労
働
省
健
康
局
結
核
感
染
症
課
長
通
知
別
紙
）
に
お
い
て
、
都
道
府
県
、
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及

び
関
係
団
体
に
対
し
、
犬
の
登
録
の
徹
底
及
び
予
防
注
射
の
接
種
率
の
向
上
を
図
る
た
め
の
具
体
的
な
方
策
を
通
知
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
を
踏
ま
え
、
市
町
村
に
お
け
る
個
別
の
相
談
窓
口
の
設
置
等
の
具
体
的
な
施
策
が
行
わ
れ
て
い
る

と
承
知
し
て
い
る
。

政
府
と
し
て
は
、
引
き
続
き
、
都
道
府
県
、
市
町
村
及
び
関
係
団
体
と
連
携
し
、
予
防
注
射
の
接
種
率
向
上
の
た
め
の
取

組
を
含
む
狂
犬
病
予
防
対
策
を
推
進
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
非
正
規
越
境
手
段
」
及
び
「
感
染
動
物
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
感
染
症

を
人
に
感
染
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
動
物
が
、
狂
犬
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
四
十
七
号
）
、
家
畜
伝
染
病

一



予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
及
び
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下
「
感
染
症
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
適
切
な
手
続
を
経
ず
に
国
内
に
持
ち
込
ま
れ

た
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
動
物
検
疫
所
と
都
道
府
県
等
が
連
携
し
、
当
該
動
物
の
捕
獲
、
疫
学
調
査
等
の
感

染
拡
大
防
止
の
た
め
の
施
策
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
エ
ボ
ラ
出
血
熱
等
、
人
獣
共
通
感
染
症
」
の
具
体
的
に
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

例
え
ば
、
狂
犬
病
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
予
防
す
る
体
制
を
確
保
す
る
た
め
、
全
国
の
都
道
府
県
等
に
お
い
て
、
狂
犬
病
予

防
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
狂
犬
病
予
防
員
と
し
て
、
当
該
都
道
府
県
等
の
職
員
で
獣
医
師
で
あ
る
も
の
が
任

命
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

政
府
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
狂
犬
病
予
防
員
制
度
の
運
用
を
含
め
、
狂
犬
病
予
防
法
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
及
び
感
染
症

法
に
基
づ
く
措
置
を
適
切
に
講
じ
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

二


